
　
２
０
１
６
年
１
月
に
発
行

開
始
さ
れ
た
マ
イ
ナ
カ
ー
ド

は
手
続
き
の
煩
雑
さ
、
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
へ
の
懸
念
等
か
ら

取
得
が
伸
び
ず
、
ポ
イ
ン
ト

や
保
険
証
機
能
の
付
与
等
の

懸
命
な
努
力
も
虚
し
く
本
年

７
月
現
在
、
交
付
数
ベ
ー
ス

で
74
・
５
％
、
マ
イ
ナ
保
険

証
の
利
用
率
に
至
っ
て
は
11

・
13
％
に
留
ま
る
。
国
は
カ

ー
ド
の
発
行
お
よ
び
利
用
促

進
を
狙
い
次
々
と
愚
策
を
講

じ
て
き
た
。
現
行
保
険
証
の

廃
止
と
マ
イ
ナ
保
険
証
の
義

務
化
を
決
め
、
そ
れ
に
先
立

ち
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

強
引
な
推
進
、
そ
の
回
線
・

機
器
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
の
義
務
化
も
決
め
た
。

　
厚
労
省
が
昨
年
３
月
に
突

如
示
し
た
「
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
の
割
合
を
１
０
０
％
に
近

づ
け
て
い
く
た
め
の
ロ
ー
ド

　
８
月
31
日
、
講
師
に
弁
護

士
の
須
田
布
美
子
氏
（
須
田

布
美
子
法
律
事
務
所
）
を
迎

え
、「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
労
務

ト
ラ
ブ
ル
対
策
セ
ミ
ナ
ー
〜

自
院
の
労
務
管
理
を
改
め
て

見
直
し
ま
し
ょ
う
〜
」
と
題

し
た
開
業
医
の
た
め
の
実
務

セ
ミ
ナ
ー
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に

て
行
い
、
道
内
各
地
か
ら
会

員
・
職
員
50
人
が
参
加
し
た
。

　
最
初
に
勤
務
医
・
職
員
の

労
務
管
理
に
つ
い
て
触
れ
、

定
額
制
の
時
間
外
手
当
に
関

す
る
注
意
点
や
時
間
外
手
当

を
支
払
わ
な
く
て
も
よ
い
管

理
職
の
条
件
に
つ
い
て
解
説

し
た
。解
雇
に
つ
い
て
は
、「
対

象
の
職
員
へ
教
育
や
研
修
を

行
い
記
録
す
る
こ
と
、
有
期

雇
用
の
職
員
に
は
毎
年
面
談

し
て
内
容
を
記
録
す
る
こ
と

マ
ッ
プ
」
に
則
り
、
本
年
４

月
に
は
光
デ
ィ
ス
ク
・
紙
レ

セ
請
求
の
新
規
適
用
が
終
了
、

９
月
末
を
も
っ
て
原
則
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
へ
移
行
と
な
っ

た
。
10
月
以
降
も
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
以
外
を
継
続
す
る
場

合
に
は
、
毎
年
８
月
末
ま
で

に
１
年
単
位
の
移
行
計
画
書

と
届
出
を
「
オ
ン
ラ
イ
ン
で
」

行
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
医
療
機
関

に
と
っ
て
事
務
的
に
合
理
的

で
便
利
と
言
う
が
、
行
政
側

に
と
っ
て
の
言
い
分
に
過
ぎ

な
い
。
２
０
２
２
年
12
月
時

点
で
診
療
所
医
師
の
23
％
、

歯
科
医
師
の
14
％
が
70
歳
以

上
と
い
う
現
状
下
で
の
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
は
、Ｄ
Ｘ

に
乗
り
切
れ
な
い
医
療
機
関

切
り
で
あ
り
、
地
域
の
医
療

崩
壊
加
速
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

２
０
２
４
年
上
半
期
の
倒

産
集
計
で
は
、歯
科
医
院
の
負

債
１
千
万
円
以
上
の
倒
産・休

廃
業・解
散
の
件
数
が
85
件
と

23
年
の
１
０
４
件
を
超
え
る

勢
い
で
あ
る
。歯
科
衛
生
士
の

人
手
不
足
や
歯
科
医
師
の
高

齢
化
・
承
継
問
題
に
加
え
て
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
義
務
化
が

深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

拙
速
な
Ｄ
Ｘ
が
、数
年
以
内
に

閉
院
を
検
討
し
て
い
た
歯
科

医
療
機
関
の
閉
院
を
加
速
さ

せ
た
実
態
が
窺
わ
れ
る
。

　
昨
年
７
月
の
調
査
結
果
で

は
、全
国
の
無
医
・
無
歯
科
医

地
区
等
は
微
減
傾
向　
　
　
。

都
道
府
県
単
位
の
集
計
で
は
、

北
海
道
の
無
医
地
区
は
64
地

区（
12
減
）に
９
１
７
０
人（
１

２
９
０
減
）と
４
年
前
の
調
査

と
比
較
し
て
微
減
す
る
一
方

無
歯
科
医
地
区
は
63
地
区（
11

減
）
に
１
０
８
０
４
人
（
１
３

３
７
増
）と
地
区
人
口
は
増
加

し
て
い
る
。無
医
・
無
歯
科
医

地
区
等
減
少
の
鈍
化
は
地
方

ほ
ど
顕
著
で
あ
る
。

　
　
　

 
◇　

◇　

◇

　
拙
速
な
Ｄ
Ｘ
及
び
高
齢
化

に
伴
う
承
継
問
題
等
に
よ
る

小
規
模
医
療
機
関
の
減
少
に

よ
り
、
地
域
の
医
療
崩
壊
が

現
実
と
な
っ
た
。

８
倍
）
と
過
去
最
多
で
、
小

規
模
医
療
機
関
の
減
少
が
際

立
っ
た　
　
　

。
背
景
に
は

経
営
者
の
高
齢
化
や
後
継
者

不
在
と
い
っ
た
問
題
に
加

え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
・
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
義
務

化
や
現
行
の
保
険
証
廃
止
な

ど
、
拙
速
な
Ｄ
Ｘ
の
影
響
が

窺
わ
れ
る
。

べ
る
と
２
・
３
倍
に
増
え

た
。
業
態
別
で
は
「
診
療

所
」
が
５
８
０
件
（
10
年
前

比
２
・
４
倍
）
、
「
歯
科
医

院
」
は
１
１
０
件
（
同
２
・

　

２
０
２
３
年
度
は
７
０
９

件
が
休
廃
業
・
解
散
（
倒
産

件
数
の
12
・
９
倍
）
し
、
過

去
最
多
を
更
新
。
前
年
度
比

37
・
１
％
増
、
10
年
前
と
比

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
オ
ン
資
確
認
に
よ
る
外
来

受
付
の
混
乱
や
業
務
の
滞
り

が
続
い
て
い
る
。
保
団
連
が

河
野
大
臣
に
マ
イ
ナ
ト
ラ
ブ

ル
へ
の
対
応
を
尋
ね
た
際
、

厚
労
省
は
第
一
に
保
険
証
確

認
の
必
要
性
を
挙
げ
た
。
介

護
現
場
で
は
暗
証
番
号
を
含

め
た
マ
イ
ナ
保
険
証
の
管
理

は
困
難
で
あ
り
、
多
く
の
国

民
は
保
険
証
を
必
要
と
し
て

い
る
▼
大
臣
は
国
民
の
不
安

を
煽
り
、
12
月
２
日
に
保

険
証
の
新
規
発
行
を
停
止
し
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
申
請
加
速

を
目
論
ん
だ
が
、
利
用
は
低

迷
し
た
ま
ま
だ
▼
保
険
証
は

12
月
以
降
も
使
用
可
能
で
あ

り
、
今
ま
で
通
り
受
診
で
き

る
こ
と
を
国
民
に
繰
り
返
し

広
報
す
べ
き
だ
。
当
初
保
険

証
は
存
続
さ
せ
、
国
会
で
十

分
な
検
証
や
審
議
を
尽
く
し

た
後
に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

導
入
が
な
さ
れ
る
予
定
だ
っ

た
。
し
か
し
、
大
臣
は
拙
速

に
マ
イ
ナ
保
険
証
導
入
を
強

行
し
た
▼
国
民
は
今
で
も
健

康
保
険
証
で
等
し
く
医
療
を

受
け
る
権
利
が
あ
る
。
オ
ン

資
確
認
で
受
付
が
で
き
ず
、

帰
宅
後
に
死
亡
し
た
例
も
報

告
さ
れ
た
。
大
臣
の
政
治
手

法
は
、
国
民
に
恐
怖
を
与
え

て
で
も
自
分
の
目
的
を
達
成

す
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
政
治

の
傲
慢
で
あ
り
、
国
会
運
営

の
違
法
性
が
法
廷
で
審
議
さ

れ
て
い
る
。
全
て
の
国
民
に

保
険
証
に
よ
る
受
療
権
を
確

保
す
べ
き
だ
。
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医
療
機
関
（
病
院
・
診
療
所
・
歯
科
医
院
）

経
営
事
業
者
の
休
廃
業
・
解
散
が
急
増
し
て

い
る
。
様
々
な
観
点
か
ら
危
惧
さ
れ
て
き
た

地
域
に
お
け
る
医
療
崩
壊
。
医
療
機
関
の
閉

院
加
速
で
現
実
と
な
る
。

医
療
崩
壊
が
現
実
に

〜
医
療
機
関
の
休
廃
業
・
解
散
が
加
速
〜
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せん。写真も募集しますので、奮っ
てご応募ください。
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す
べ
て
は

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
か
ら

（
Ｋ
Ｔ
）

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト・
労
務
ト
ラ
ブ
ル
編

開
業
医
の
た
め
の
実
務
セ
ミ
ナ
ー

等
が
重
要
」
と
述
べ
た
。

　
次
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

予
防
と
対
策
に
触
れ
「
ま
ず

は
何
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
の

か
を
理
解
し
、
職
員
に
研
修

等
で
周
知
し
て
お
く
こ
と
が

重
要
」
で
あ
り
、
職
場
で
日

常
的
に
起
こ
り
が
ち
な
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
を
な
く
す
た
め
、

雇
用
主
・
上
司
と
し
て
気
を

付
け
る
べ
き
こ
と
や
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
の
目
撃
者
と
し
て

行
動
す
べ
き
こ
と
な
ど
具
体

例
を
も
と
に
説
明
し
た
。

　
最
後
に
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト（
以
下
、カ
ス
ハ
ラ
）

に
つ
い
て
「
何
も
対
策
せ
ず

に
職
員
が
カ
ス
ハ
ラ
に
よ
り

ケ
ガ
や
メ
ン
タ
ル
の
不
調
に

陥
っ
た
場
合
に
は
、
医
療
機

関
側
の
安
全
配
慮
義
務
が
問

わ
れ
る
可
能
性
も
生
じ
る
」

と
前
置
き
を
し
た
後
、
カ
ス

ハ
ラ
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

の
判
断
基
準
や
警
察
を
呼
ぶ

ケ
ー
ス
、
職
場
内
で
の
準
備
・

対
応
に
つ
い
て
解
説
し
セ
ミ

ナ
ー
を
締
め
く
く
っ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
カ
ス
ハ

ラ
対
策
が
労
務
管
理
の
一
環

に
な
る
こ
と
は
大
変
勉
強
に

な
っ
た
」
等
の
声
が
あ
り
、

大
変
好
評
で
あ
っ
た
。

講師の須田 布美子氏

図
1

図
2

拙
速
過
ぎ
る
Ｄ
Ｘ

と
り
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歯
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は
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図1 医療機関経営事業者の休廃業・解散件数の推移（帝国データバンク調べ）

図2 全国の無医地区・無歯科医地区等数と人口（厚労省資料より一部改編）
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■日　時：10月19日（土）15時～17時
■形　式：ハイブリッド開催
　　　　 会場…北海道保険医会　会議室
■対　象：歯科会員
■講　師：田辺　隆
　　　　　  （北海道保険医会歯科部部長、全国保険医団体連合会副会長）

※詳細は本号同封のちらしをご覧ください。

歯科保険請求・審査等に係る講習会
～2024改定の整理と再検討～

締切間近
10月11日（金）迄に
お申込みください

地区数（無歯科医地区等）

Web参加はこちら



　
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
有

す
る
医
療
機
関
を
国
民
・
患

者
が
適
切
に
選
択
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
は
、
同
制
度

の
重
要
な
目
的
の
一
つ
だ
。

　

こ
の
た
め
機
能
報
告
の
内

容
は
医
療
情
報
ネ
ッ
ト（
ナ
ビ

イ
）
を
通
じ
て
か
か
り
つ
け

医
機
能
に
関
連
す
る
項
目
を

検
索
条
件
と
し
て
医
療
機
関

を
検
索
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　
８
月
22
日
に
行
わ
れ
た「
医

療
機
能
情
報
提
供
制
度
・
医

療
広
告
等
に
関
す
る
分
科
会
」

で
は
、
ナ
ビ
イ
に
つ
い
て
、

次
の
２
点
を
見
直
す
こ
と
を

決
定
し
た
。

　
⑴
機
能
報
告
制
度
の
施
行

を
踏
ま
え
た
見
直
し

　
⑵「
障
害
の
あ
る
方
に
対
す

る
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
情

報
の
搭
載

　
機
能
報
告
制
度
の
見
直
し

で
は
、　　
の
事
項
を
毎
年

度
、
医
療
機
関
が
都
道
府
県

知
事
に
報
告
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の

う
ち
１
号
機
能
・
２
号
機
能

の
報
告
で
「
当
該
機
能
有
り
」

と
現
時
点
で
な
ら
な
い
場
合
、

今
後
担
う
意
向
の
有
無
以
外

の
項
目
は
、
す
べ
て
ナ
ビ
イ

の
情
報
提
供
項
目
に
位
置
付

け
ら
れ
る
（
搭
載
さ
れ
る
）

こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
障
害
者
団
体
と
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ
て
「
障

害
者
が
医
療
機
関
を
選
択
・

受
診
す
る
際
に
必
要
な
情
報

を
ナ
ビ
イ
に
掲
載
す
る
方
針

が
固
め
ら
れ
た
。

　
厚
労
省
は
２
０
２
４
年
度

中
に
ナ
ビ
イ
の
見
直
し
仕
様

を
固
め
、
２
０
２
５
年
度
か

ら
改
修
、
各
医
療
機
関
は
２

０
２
６
年
１
月
か
ら
報
告
を

ス
タ
ー
ト
し
、
順
次
、
国
民
・

患
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に

す
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
強

化
は
、
地
域
医
療
の
改
善
に

必
要
な
取
り
組
み
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
制
度
の
運
用

が
複
雑
化
し
、
医
療
機
関
の

負
担
が
増
加
す
る
等
の
可
能

性
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
動

向
に
注
視
が
必
要
で
あ
る
。 

制度施行に向けた議論を整理
かかりつけ医機能報告

表

（1）「具体的な機能」を有すること、および「報告事項」について院内掲示により公表していること
（2）かかりつけ医機能に関する研修修了者の有無、総合診療専門医の有無（有無を報告すれば可、5
　  年後を目途に改めて検討）
（3）17診療領域ごとの「1次診療」の対応可能の有無、いずれかの診療領域について1次診療を行うこ
　  とができること（一次診療を行うことができる疾患も報告する）、医療に関する患者からの相談に応
　  じることができること（5年後を目途に改めて検討）
　  →17診療領域、報告できる疾患例（下表）

【1号機能】
○通常の診療時間外の診療
（1）自院または連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況（在宅当番医制・休日夜間急患セ
　  ンター等に参加、自院の連絡先を渡して随時対応、自院での一定の対応に加えて他医療機関と連
　  携して随時対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
（2）自院における時間外対応加算1－4の届出状況、時間外加算、深夜加算、休日加算の算定状況

○入退院時の支援
（1）自院または連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
（2）自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況
（3）自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
（4）自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況
（5）特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来
　  患者数

○在宅医療の提供
（1）自院または連携による在宅医療を提供する体制の確保状況（自院で日中のみ、自院で24時間対応、
　  自院での一定の対応に加えて連携して24時間対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の
　  名称
（2）自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況
（3）自院における訪問看護指示料の算定状況
（4）自院における在宅看取りの実施状況

○介護サービス等と連携した医療提供
（1）介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況（主治医意見書の作成、地域
　  ケア会議・サービス担当者会議等への参加、ケアマネと相談機会設定等）
（2）ケアマネへの情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況
（3）介護保険施設等における医療の提供状況（協力医療機関となっている施設の名称）
（4）地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
（５）ACPの実施状況

【2号機能】

機
能
情
報
提
供
制
度
の
刷
新

②
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告

（
以
下
、
機
能
報
告
）
の
創

設
③
患
者
等
に
対
す
る
説
明

―

で
あ
る
。

　
機
能
報
告
で
は
、
か
か
り

つ
け
医
機
能
を
有
す
る
医
療

機
関
を
明
確
化
す
る
。
特
定

機
能
病
院
と
歯
科
診
療
所
を

除
く
病
院
・
診
療
所
が
か
か

り
つ
け
医
機
能
を
報
告
し
、

そ
の
結
果
に
よ
り
、
か
か
り

つ
け
医
機
能
を
有
す
る
か
が

報
告
の
対
象
と
な
り
、
判
断

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か

り
つ
け
医
機
能
を
有
す
る
医

療
機
関
の
明
確
な
定
義
は
現

時
点
で
存
在
し
な
い
が
、
地

域
性
を
踏
ま
え
た
「
か
か
り

つ
け
医
機
能
を
有
す
る
医
療

機
関
」
の
多
様
な
類
型
を
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
す
こ
と
な

ど
に
よ
り
、
明
確
化
さ
れ
て

い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

病
床
の
確
保
な
ど
）
を
検
討

す
る
。

　
望
ま
し
い
「
か
か
り
つ
け

医
機
能
を
有
す
る
医
療
機
関
」

は
地
域
に
よ
り
異
な
る
と
想

定
さ
れ
、
多
様
な
類
型
が
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
モ
デ

ル
の
提
示
を
行
う
こ
と
も
重

要
と
さ
れ
た
。
在
宅
医
療
や

介
護
連
携
等
の
協
議
は
、
二

次
医
療
圏
単
位
で
は
調
整
が

難
し
い
場
合
が
あ
る
た
め
、

「
地
域
の
協
議
の
場
」
は
市
町

村
単
位
や
日
常
生
活
圏
域
単

位
の
関
与
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
た

め
、
法
改
正
で
は
次
の
３
つ

の
枠
組
を
設
け
た
。①
医
療

　
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
有

す
る
医
療
機
関
」
と
そ
の
機

能
の
内
容
を
、
国
民
・
患
者

に
情
報
提
供
し
、
よ
り
適
切

な
医
療
機
関
選
択
に
役
立
つ

制
度
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
が
基
本
的
な
考
え
方
だ
。

　
あ
わ
せ
て
、
現
状
の
か
か

り
つ
け
医
機
能
に
は
地
域
ご

と
に
過
不
足
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
地
域
の
実
情

を
「
地
域
の
協
議
の
場
」
に

提
供
し
、
不
足
す
る
機
能
を

確
保
す
る
方
策
（
在
宅
医
療

研
修
等
の
充
実
、
夜
間
・
休

日
対
応
の
調
整
、
後
方
支
援

か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ

れ
る
制
度
の
施
行
に
向
け
た

基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
た
。

　
制
度
整
備
の
目
的
の
一
つ

は
、
今
後
、
高
齢
者
の
増
加

と
生
産
年
齢
人
口
が
急
減
す

る
中
、
地
域
に
よ
っ
て
大
き

く
異
な
る
人
口
構
造
の
変
化

に
対
応
し
て
、「
治
す
医
療
」

か
ら
「
治
し
、
支
え
る
医
療
」

を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
地
域
医
療
構
想

や
地
域
包
括
ケ
ア
の
取
組
み

に
加
え
、
か
か
り
つ
け
医
機

能
の
制
度
整
備
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
。

　
２
０
２
３
年
５
月
に
公
布

さ
れ
た
「
全
世
代
対
応
型
の

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度

を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」
に
お
い
て
、
医
療
法

が
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正

に
よ
り
、
か
か
り
つ
け
医
機

能
を
よ
り
一
層
発
揮
す
る
た

め
の
制
度
整
備
が
図
ら
れ
、

来
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
議
論
の
整
理
」
で
は
、
か
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国
民
皆
保
険
の
行
く
末

　
法
改
正
に
よ
り
今
年
の

10
月
か
ら
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
を
含
め
た
従
業
員

数
51
人
以
上
の
事
業
所
に

お
い
て
社
会
保
険
の
加
入

条
件
が
変
わ
っ
た
。
ま
た

最
低
賃
金
（
全
国
平
均
）

が
50
円
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
年
収
の
壁

を
越
え
る
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
の
人
の
中
で
、
社

会
保
険
料
を
支
払
わ
な
い

と
い
け
な
い
ケ
ー
ス
が
出

て
く
る
。
事
業
所
に
と
っ

て
は
賃
金
と
社
会
保
険
料

の
負
担
増
、
従
業
員
は
給

料
が
増
え
る
も
の
の
、
社

会
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

に
よ
り
、
手
取
り
が
減
る

ケ
ー
ス
や
、
さ
ら
に
税
金

更
を
迫
る
こ
と
に
な
り
、

国
民
皆
保
険
を
廃
止
又
は

再
定
義
し
勤
労
者
皆
保
険

と
同
義
と
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
場
合
地
域
医
療

構
想
を
牽
引
し
医
療
提
供

体
制
を
整
備
す
る
責
任
を

負
う
都
道
府
県
が
受
け
入

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
国
民
皆
保
険
は
勤
労
者

と
非
勤
労
者
を
共
に
包
摂

す
る
国
民
健
康
保
険
制
度

に
よ
る
も
の
で
、
勤
労
者

皆
保
険
政
策
の
推
進
は
こ

れ
を
弱
体
化
し
崩
壊
し
か

ね
な
い
問
題
で
あ
り
、
断

固
た
る
態
度
を
示
さ
な
い

と
国
民
皆
保
険
の
将
来
に

大
き
な
悔
い
を
残
す
こ
と

に
な
る
。 

が
か
か
っ
て
く
る
場
合
も

あ
る
。
こ
れ
は
税
金
・
社

会
保
険
料
を
取
る
た
め
の

国
の
策
略
で
あ
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
国
税
や
地

方
税
、
社
会
保
険
料
な
ど

の
納
付
を
猶
予
す
る
特
例

措
置
、
さ
ら
に
ゼ
ロ
ゼ
ロ

融
資
な
ど
の
資
金
繰
り
支

援
策
が
実
施
さ
れ
た
。
だ

が
コ
ロ
ナ
禍
が
落
ち
着
き
、

各
種
支
援
策
が
縮
小
・
終

了
す
る
時
期
に
重
な
る
よ

う
に
、
円
安
、
原
材
料
や

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
、

人
件
費
ア
ッ
プ
に
見
舞
わ

れ
、
業
績
不
振
か
ら
抜
け

出
せ
ず
、
運
転
資
金
の
確

保
に
追
わ
れ
納
税
（
納
付
）

が
遅
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え

て
い
る
。
一
定
期
間
の
滞

納
が
続
く
と
、
滞
納
が
知

れ
渡
る
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ

ン
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
る
。

特
に
毎
月
増
え
る
社
会
保

険
料
の
滞
納
解
消
は
容
易

で
は
な
く
、
滞
納
に
よ
る

倒
産
が
急
増
し
て
い
る
。

　
法
改
正
が
さ
ら
に
進
ん

だ
場
合
、
中
小
零
細
、
個

人
事
業
所
は
生
き
残
れ
る

の
か
、
特
に
公
定
価
格
で

あ
る
診
療
報
酬
に
縛
ら
れ

て
い
る
保
険
医
療
機
関
の

多
く
は
、
診
療
報
酬
以
外

の
物
価
高
騰
等
へ
の
対
応

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
今
後
勤
労
者
皆
保
険
政

策
が
徹
底
さ
れ
る
と
、
地

域
保
険
と
し
て
の
市
町
村
・

都
道
府
県
国
民
健
康
保
険

制
度
の
根
本
的
な
性
格
変

　

厚
労
省
は
７
月
31
日
、「
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制

度
の
施
行
に
関
す
る
分
科
会
」
が
ま
と
め
た
「
議
論
の
整
理
」
を
公

表
し
た
。
さ
ら
に
８
月
22
日
、「
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
・
医
療

広
告
等
に
関
す
る
分
科
会
」
に
て
、
全
国
の
医
療
機
関
等
情
報
を
掲

載
す
る
「
ナ
ビ
イ
」
に
、今
後
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
関
す
る
情
報
」

な
ど
も
搭
載
す
る
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
概
要
を
解
説

す
る
。

制
度
の
施
行
に
向
け
た

基
本
的
な
考
え
方

機
能
の
明
確
化

ナ
ビ
イ
に
機
能
情
報

を
搭
載

解　説

表 かかりつけ医機能報告制度における報告項目（厚労省資料より一部改編）

傷病名 主な診療領域
高血圧 9.循環器系

かぜ・感冒 6. 呼吸器、17.小児

下痢・胃腸炎 7. 消化器系
慢性腎臓病 10. 腎・泌尿器系
がん －
喘息・COPD 6. 呼吸器、17.小児
アレルギー性鼻炎 6. 呼吸器、17.小児

白内障 4. 眼
緑内障 4. 眼

認知症 2. 神経・脳血管
脳梗塞 2. 神経・脳血管

不安・ストレス（神経症） 3. 精神科・神経科
骨粗しょう症 16. 筋・骨格系及び外傷

結膜炎・角膜炎・涙腺炎 4. 眼
骨折 16. 筋・骨格系及び外傷
うつ（気分障害、躁うつ病） 3. 精神科・神経科

脂質異常症 14. 内分泌・代謝・栄養
外傷 16. 筋･骨格系及び外傷、17.小児
糖尿病 14. 内分泌・代謝・栄養
皮膚の疾患 1.皮膚･形成外科､17.小児

関節症（関節リウマチ、脱臼）16. 筋・骨格系及び外傷
腰痛症 16. 筋・骨格系及び外傷

傷病名 主な診療領域
統合失調症 3. 精神科・神経科

不整脈 9. 循環器系

心不全 9. 循環器系
便秘 7. 消化器系
頭痛（片頭痛） 2. 神経・脳血管
末梢神経障害 2. 神経・脳血管
難聴 5. 耳鼻咽喉

貧血 15. 血液・免疫系
乳房の疾患 13. 乳腺

慢性肝炎（肝硬変、ウイルス性肝炎） 8. 肝・胆道・膵臓
更年期障害 12. 婦人科
頚腕症候群 16. 筋・骨格系及び外傷

正常妊娠・産じょくの管理 11. 産科
狭心症 9. 循環器系
前立腺肥大症 10. 腎・泌尿器系
近視・遠視・老眼 4. 眼、17.小児

睡眠障害 3. 精神科・神経科
中耳炎・外耳炎 5. 耳鼻咽喉、17.小児

出典：厚生労働省令和２年「患者調査」全国
　　  の推計外来患者数
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役
割
、
浪
費
」
と
４
つ
の
時

間
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
時
の
時
間
の
使

い
方
に
視
点
を
変
え
た
意
味

を
持
た
せ
、
生
き
て
い
る
時

間
が
充
実
す
る
ヒ
ン
ト
が
た

く
さ
ん
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
昭
和
世
代
は
多
忙
が
良
い

こ
と
と
思
い
が
ち
で
す
が
、

豊
か
な
人
生
の
過
ご
し
方
と

自
分
の
働
き
方
改
革
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
書
で
し

た
。

　
昭
和
世
代
と
し
て
は
、
プ

リ
ン
は
少
し
ぜ
い
た
く
な
お

や
つ
だ
っ
た
印
象
が
あ
り
、

タ
イ
ト
ル
を
見
て
、
ふ
と
手

に
し
ま
し
た
。
人
生
の
時
間

に
は
限
り
が
あ
り
、
ま
る
で

砂
時
計
と
同
じ
で
あ
る
。
時

間
を
考
え
る
こ
と
は
「
ど
う

生
き
る
か
を
考
え
る
」
と
同

じ
で
あ
り
、
時
間
を
ど
う
使

う
か
で
、
人
生
は
大
き
く
変

わ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

人
生
を
「
幸
福
、
投
資
、

柿 

内 

尚 

文 

著

飛 

鳥 

新 

社

（
Ｙ
・
Ｋ
）

を
実
現
で
き
る
よ
う
歯
科
医

師
・
ス
タ
ッ
フ
が
知
識
や
技

術
の
習
得
を
続
け
る
と
と
も

に
、
新
し
い
材
料
や
設
備
な

ど
を
整
え
る
こ
と
も
怠
ら
な

い
よ
う
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。

―

ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
患
者
さ
ん
が
安
心
し
て
通

院
で
き
、
ス
タ
ッ
フ
が
納
得

し
て
働
け
た
上
で
、
自
分
が

理
想
と
す
る
治
療
を
提
供
で

き
る
よ
う
な
ク
リ
ニ
ッ
ク
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

―

今
後
の
目
標
に
つ
い
て

専門性の高い治療を
提供・発信したい

工藤　悠介 先生
リフレ矯正歯科クリニック　札幌市・南区158158

略歴
　北海道札幌市出身。2004年北海道医
療大学歯学部卒業後、2009年北海道大
学大学院歯学研究科博士課程修了。
2011年から日之出歯科真駒内診療所
勤務。2024年リフレ矯正歯科クリニック
開業。

自
身
で
担
当
す
る
歯
科
診
療

所
で
13
年
間
勤
務
し
て
い
ま

し
た
が
、
近
隣
の
歯
科
矯
正

専
門
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
事
業
承

継
を
検
討
し
て
い
る
と
聞

き
、
地
域
に
お
け
る
専
門
性

の
高
い
矯
正
治
療
の
受
け
皿

を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
に
再
び
矯
正
治
療
専
門

に
戻
り
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
引

き
継
ぐ
形
で
開
業
し
ま
し

た
。

―

開
業
後
苦
労
し
た
こ
と
や
嬉

―

本
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
「
情
報
が
得
ら
れ
て
良
い

よ
」
と
多
く
の
先
輩
方
に
勧

め
ら
れ
て
入
会
し
ま
し
た
。

―

ご
専
門
は

　
矯
正
歯
科
で
す
。

―

開
業
し
た
動
機
な
ど

　
卒
業
後
の
７
年
間
は
北
海

道
大
学
歯
学
部
歯
科
矯
正
学

教
室
に
在
籍
し
、
そ
の
間
に

日
本
矯
正
歯
科
学
会
認
定
医

を
取
得
し
ま
し
た
。そ
の
後
、

多
く
の
分
野
を
各
歯
科
医
師

　
し
か
っ
た
こ
と
は

　
苦
労
し
た
こ
と
は
あ
ま
り

な
い
で
す
が
、
強
い
て
言
え

ば
勤
務
先
の
退
職
と
開
業
ま

で
の
間
に
準
備
期
間
を
設
け

な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
嬉
し

か
っ
た
こ
と
は
、
前
院
長
か

ら
引
き
継
い
だ
患
者
さ
ん

や
、
患
者
さ
ん
を
ご
紹
介
下

さ
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
先
生
方

に
変
わ
ら
ず
温
か
く
迎
え
入

れ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
で

す
。

―

診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と

　
は

　
口
腔
内
の
状
態
だ
け
で
な

く
、
患
者
さ
ん
の
希
望
や
背

景
も
考
慮
し
て
オ
ー
ダ
ー
メ

ー
ド
の
治
療
計
画
を
立
案
す

る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま

す
。　
　

　
ま
た
、
多
様
な
治
療
計
画

　

デ
ジ
タ
ル
関
連
の
技
術
、

設
備
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
独
自
色
の
あ

る
治
療
・
診
療
を
提
供
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
で

す
。さ
ら
に
、そ
の
こ
と
を
積

極
的
に
発
信
す
る
こ
と
で
、

地
域
外
の
患
者
さ
ん
に
も
選

ば
れ
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
専
門
性
の
高
い
治
療
を
提
供
・

　
発
信
す
る
歯
科
医
師
と
し
て
、

　
今
後
も
ご
活
躍
く
だ
さ
い
。

（
聞
き
手
　
事
務
局
丸
岡
）

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
４
年
度
歯
科
部
事
業
に
つ
い
て

　
・ （
10
／
19
）
歯
科
保
険
講
習
会

　    …

進
行
予
定
を
確
認
す
る
。

　
・ （
11
／
９
）
歯
科
市
民
集
会

　    …

進
行
お
よ
び
ポ
ス
タ
ー
案
を
確
認
す
る
。

　
・ 

歯
科
臨
床
講
演
会

　    …

講
師
と
開
催
日
の
調
整
を
行
う
こ
と
を
確
認

　    　

す
る
。

②
各
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
確
認
担
当
役
員
に
つ
い
て

    

・  

歯
科
部
担
当
理
事
全
員
で
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

③
医
療
機
関
の
院
内
掲
示
に
つ
い
て

    

・
本
会
で
今
次
改
定
の
内
容
を
反
映
し
た
院
内
掲

　

  

示
の
ま
と
め
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

④
そ
の
他

    

・
歯
科
保
険
診
療
研
究
（　

／
５
号
）
の
確
認
を

　

  

行
っ
た
。

第
6
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
9
月
11
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回 

２
０
２
４
年
度
第
7
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…

10
月
9
日（
水
）午
後
７
時

こ
の
プ
リ
ン
、い
ま
食
べ
る
か
？

ガ
マ
ン
す
る
か
？

　
　
　
　
一
生
役
立
つ
時
間
の
法
則

　2024年12月に、政府は現行の保険証を廃止し、マイナ保険証に1本化を
狙っています。保団連作成のリーフなど宣伝物を患者さんにお配りください。

日帰り観光バスツアー
酒と芸術、多彩な魅力を満喫

くどう ゆうすけ

講師の須藤 臣氏

受付

10

で
は
な
く
保
険
医
年
金
な
ど

安
全
性
の
高
い
商
品
に
目
を

向
け
て
ほ
し
い
」
と
注
意
喚

起
し
た
。

　
最
後
に
、
須
藤
氏
は
話
題

に
な
っ
て
い
る
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）
や

新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
な
ど
の
制
度
に

つ
い
て
受
取
可
能
年
齢
や
運

用
方
法
の
違
い
な
ど
を
強
調

し
講
演
を
締
め
く
く
っ
た
。

　
今
回
も
講
演
後
期
間
限
定

で
録
画
配
信
も
行
い
、
多
く

の
会
員
ら
が
視
聴
し
た
。
参

加
者
か
ら
は
「
大
変
勉
強
に

な
っ
た
。
も
う
一
度
聞
き
た

い
」「
今
度
は
独
身
向
け
の
話

も
聞
き
た
い
」
等
の
声
が
寄

せ
ら
れ
、
好
評
の
う
ち
に
終

了
し
た
。 

の
注
意
点
」
の
２
つ
を
中
心

に
講
演
。
は
じ
め
に
須
藤
氏

は
保
障
設
計
に
つ
い
て
「
必

要
な
保
障
に
つ
い
て
ど
ん
な

制
度
が
あ
る
の
か
把
握
し
、

年
齢
や
子
育
て
期
な
ど
の
ラ

イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
あ
わ
せ
る

こ
と
が
重
要
」
と
話
し
、
掛

金
が
非
常
に
安
い
グ
ル
ー
プ

保
険
（
職
域
保
険
）
や
本
会

の
保
険
医
休
業
保
障
共
済
保

険
等
を
活
用
し
、
必
要
最
小

限
の
保
障
を
目
指
す
こ
と
が

大
切
と
し
た
。

　
９
月
６
日
、
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
須
藤

臣
氏
を
講
師
に
迎
え
、Ｗ
ｅ
ｂ

で
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
講
座
を
開

催
し
、
道
内
各
地
か
ら
会
員
・

家
族
が
多
数
参
加
し
た
。

　
今
回
の
講
座
で
は
「
保
障

設
計
の
考
え
方
」「
資
産
形
成

　
資
産
形
成
に
つ
い
て
は「
年

齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
リ
ス

ク
を
避
け
る
こ
と
が
基
本
」

と
話
し
、
こ
の
ほ
か
「
理
解

で
き
な
い
金
融
商
品
に
手
を

出
さ
な
い
」「
保
険
商
品
の『
外

貨
建
』『
変
額
』
は
『
投
資
』

の
た
め
元
本
保
証
は
な
い
」

等
の
注
意
点
を
述
べ
た
。

　
ま
た
投
資
に
つ
い
て
「
タ

イ
ミ
ン
グ
が
大
切
」
と
述
べ
、

株
価
の
推
移
や
金
の
相
場
変

動
の
歴
史
を
示
し
な
が
ら「
と

く
に
年
齢
が
高
い
方
は
投
資

フ
か
ら
製
造
場
の
様
子
、
酒

造
り
の
特
徴
や
魅
力
に
つ
い

て
説
明
を
受
け
な
が
ら
見
学
。

見
学
の
後
は
蔵
元
限
定
の
日

本
酒
や
リ
キ
ュ
ー
ル
な
ど
を

試
飲
し
た
。

　
そ
の
後
、「
小
樽
芸
術
の
村
」

へ
向
か
い
国
内
外
の
美
術
品
・

工
芸
品
を
鑑
賞
。
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

「
旧
三
井
銀
行
小
樽
支
店
」
の

特
別
企
画
展
で
は
喜
多
川
歌

麿
、
歌
川
広
重
や
小
林
清
親

な
ど
の
江
戸
か
ら
明
治
に
か

け
て
活
躍
し
た
絵
師
の
浮
世

絵
の
数
々
を
楽
し
ん
だ
。
昼

食
は
「
ホ
テ
ル
ノ
ル
ド
」
に

て
厳
選
さ
れ
た
地
元
食
材
を

使
用
し
た
バ
イ
キ
ン
グ
料
理

を
満
喫
し
た
。

　
９
月
８
日
、
小
樽
・
余
市

方
面
に
向
か
う
「
日
帰
り
観

光
バ
ス
ツ
ア
ー
」
を
開
催
し
、

19
医
療
機
関
、
33
人
が
参
加

し
た
。

　
は
じ
め
に
小
樽
市
の
「
田

中
酒
造
亀
甲
蔵
」
で
、ス
タ
ッ

　
午
後
か
ら
は
、「
余
市
宇
宙

記
念
館
」
に
移
動
し
た
。
記

念
館
は
、
小
惑
星
か
ら
砂
な

ど
の
試
料
を
持
ち
帰
っ
た「
は

や
ぶ
さ
」
の
模
型
や
、
50
年

ぶ
り
以
上
に
人
類
を
月
面
に

送
る
国
際
月
探
査
計
画
「
ア

ル
テ
ミ
ス
計
画
」
の
意
義
や

内
容
を
解
説
し
た
パ
ネ
ル
な

ど
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。

　
最
後
に
「
ニ
ト
リ
観
光
果

樹
園
」
へ
向
か
い
、
参
加
者

は
ぶ
ど
う
、
り
ん
ご
、
プ
ル

ー
ン
な
ど
を
思
い
思
い
に
狩

っ
て
頬
張
り
、
み
ず
み
ず
し

い
果
物
を
堪
能
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
一
日
で

い
ろ
ん
な
施
設
を
見
学
で
き

て
よ
か
っ
た
」「
ま
た
参
加
し

た
い
」
な
ど
好
評
だ
っ
た
。 

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
講
座

好
評
に
つ
き
リ
ピ
ー
ト
開
催

専
門
家
が
解
説
す
る
ム
ダ
の
な
い
設
計

診察室

「保険証残そう！」の声を広げよう！！
署名ハガキ付リーフレットを今号に同封

リーフレットの追加やシールの送付をご希望の方は無料で送付いたします。
事務局までご連絡ください（ＴＥＬ：011-231-6281）

今号同封の署名ハガキ付リーフ
「保険証を使います」シール2種

※希望の会員に100枚まで無料で送付
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今次歯科診療報酬改定の
疑義解釈その6～10

　2024年6月5日号で疑義解釈のまとめを掲載して以降、疑義解釈その６～１０まで
発出されたため、今号ではこれらの主なものをまとめました。なお、本会HPに疑義解釈
資料全文を掲載していますのでご確認ください。

【口腔管理体制強化加算】

疑義解釈（その６）

　口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類（様式17
の２）について、
　①「４歯科訪問診療料の注15に規定する届出の状況」に歯科訪問診
　　療料の注15に係る届出年月日を記載することとなっているが、在
　　宅療養支援歯科診療所１又は２の届出を行っている歯科医療機
　　関の場合は、どのように記載すればよいか。
　②歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準及び歯科訪問診
　　療料の注15に規定する基準（2024年度診療報酬改定前の歯科点
　　数表の歯科訪問診療料の注13に規定する基準）に係る届出年月日
　　が分からない場合は、どのように記載すればよいか。

問

【機械的歯面清掃処置】
　Ｉ０３０機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算１、歯科診
療特別対応加算２又は歯科診療特別対応加算３を算定する患者については、
月１回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限り算定可能か。

問

答 　①「４歯科訪問診療料の注15に規定する届出の状況」の空白部分に
（歯援診届出済）と記載し、在宅療養支援歯科診療所１又は２の受理番
号若しくは算定開始年月日を記載する。
　②歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準及び歯科訪問診
療料の注15に規定する基準（2024年度診療報酬改定前の歯科点数表
の歯科訪問診療料の注13に規定する基準）に係る届出年月日が分から
ない場合は、届出年月日の代わりに算定開始年月日を記載することで差
し支えないが、その場合は空白部分に（算定開始）と記載すること。なお、
受理番号及び算定開始年月日については、北海道厚生局のホームペー
ジに掲載されている届出受理医療機関名簿を参照されたい。

【歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算】

疑義解釈（その７）

　歯科技工士連携加算（Ｍ００３印象採得、Ｍ００６咬合採得、Ｍ０
０７仮床試適）、光学印象歯科技工士連携加算（Ｍ００３－４光学印
象）、歯科技工加算（Ｍ０２９有床義歯修理、Ｍ０３０有床義歯内面適
合法）を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第 12部
「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則４」、「通則６」及び「通則７」に掲げ
る加算は算定可能か。

問

答 　「通則４」、「通則６」又は「通則７」の該当する区分番号については算
定可能。なお、「疑義解釈資料の送付について（その５）」（2010年6月
11日事務連絡）別添２の問５は廃止する。

【ＣＡＤ／ＣＡＭ冠】

疑義解釈（その10）

　留意事項通知（２）のロの①において、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠を装着する
部位の同側に大臼歯による咬合支持がある場合の取扱いが示されて
いるが、同側の大臼歯２歯にＣＡＤ／ＣＡＭ冠を装着する際に、いず
れの部位も対合歯がありＣＡＤ／ＣＡＭ冠を装着することで咬合支持
が得られる場合は、「同側の大臼歯による咬合支持」があると考え、２歯
を同日に装着してよいか。

問

答 　装着してよい。ただし、第一大臼歯又は第二大臼歯のいずれか一方に
過度な咬合圧が加わらないように留意すること。

【機械的歯面清掃処置】
　「診療報酬請求書等の記載要領等について」（2024年3月27日保医発
0327第5号）の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一
覧（歯科）の項番107の、「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を
算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化
加算を算定した場合」について、２月に１回機械的歯面清掃処置を算
定する場合であっても、診療報酬明細書に記載は必要か。

問

答 　機械的歯面清掃処置を２月に１回算定する場合は、記載不要。

【歯科口腔リハビリテーション料】
　口腔機能低下症と診断し、Ｃ００１－３歯科疾患在宅療養管理料を
算定し口腔機能管理を行っている患者について、Ｄ００２－６口腔細
菌定量検査２、Ｄ０１１－２咀嚼能力検査１、Ｄ０１１－３咬合圧検
査１又はＤ０１２舌圧検査を算定していない場合に、Ｈ００１－４歯
科口腔リハビリテーション料３は算定可能か。

問

答 　算定可能。

【金属歯冠修復】
　2024年度診療報酬改定前の歯科点数表のＭ０１７ポンティックの留
意事項通知（７）のハに上顎の第１大臼歯又は第２大臼歯を３根のうち
頬側２根を残して分割抜歯した場合であって、単独冠として歯冠修復を行
う場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えないとあるが、「診療
報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表におけるＭ０１０金属歯
冠修復の留意事項通知（10）のイにある「上顎の第１大臼歯又は第２大臼
歯を３根のうち２根（口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれ
か）を残して分割抜歯をした場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差
し支えない」について、上顎の第１大臼歯又は第２大臼歯を３根のうち頬
側２根を残して分割抜歯した場合の算定はどのように考えればよいか。

問

答 　分割抜歯を行った大臼歯に対する単独冠としての金属歯冠修復につ
いては、原則としてＭ０１０金属歯冠修復の留意事項通知（10）のイの
通りであるが、やむを得ず、上顎の第１大臼歯又は第２大臼歯を３根の
うち頬側２根を残して分割抜歯した場合については、残った歯冠、歯根
の状態が歯科医学的に適切な場合に限り、大臼歯の歯冠修復として算
定して差し支えない。

【光学印象】
　光学印象の施設基準に係る届出書添付書類（様式50の２）につい
て、既に「ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー」の施設基準
に係る届出を行っている歯科医療機関であって、Ｍ００３－４光学印
象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「１届出を行う施設基準」
の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「４当該療養に係る医療機関の
体制状況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えば
よいか。

問

答 　そのとおり。

　口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類（様式17
の２）の「７歯科疾患の継続管理等に係る研修の受講歴等」について、
2024年度診療報酬改定前の歯科点数表の、かかりつけ歯科医機能強
化型歯科診療所（以下「旧か強診」という）の施設基準に係る届出を
行っている歯科医療機関の場合はどのように記載すればよいか。

問

答 　旧か強診の届出を行っている歯科医療機関においては、「受講歯科医
師名」の欄へ歯科医師名を記載するほか、（か強診届出済）と記載し、旧
か強診の施設基準に係る受理番号を記載する。また、研修の受講歴等に
係る記載については、口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出に
あたって追加で受講した研修についてのみ記載することで差し支えな
い。なお、受理番号については、北海道厚生局のホームページに掲載さ
れている届出受理医療機関名簿を参照されたい。

答 　同一初診期間内に歯科診療特別対応加算１、歯科診療特別対応加
算２又は歯科診療特別対応加算３を算定した患者であれば、当該加算
を算定していない日であっても、Ｉ０３０機械的歯面清掃処置を算定し
て差し支えない。当該加算の算定がない月に当該処置を行う場合は、
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
（2024年3月27日保医発０３２７第５号）」の別表Ⅰの項番１０７の
とおり、歯科診療特別対応加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要
欄に記載すること。なお、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平
成30年3月30日事務連絡）別添３の問33は廃止する。

【回復期等口腔機能管理計画策定料、回復期等専門的口腔衛生処置】
　「疑義解釈資料の送付について（その２）」（2024年４月12日事務連
絡）別添3の問14において、Ｂ０００－１１回復期等口腔機能管理料
について、回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合で
あって、う蝕や歯周病等がない場合等の傷病名について、当面は傷病
名を「回復期口腔機能管理中」として差し支えないとあるが、Ｂ０００
－１０回復期等口腔機能管理計画策定料及びＩ０２９－１－２回復
期等専門的口腔衛生処置についても同様と考えてよいか。

問

答 　そのとおり。


